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第二章

は
絹
織
物
業
が
不
振
で
、
生
活
難
を
う

っ
た
え
る
者
が
多
か
っ
た
。

（
一
七
二
四
）
八
月
に
山
崎
九
郎
右
衛
門
に
替
わ
っ
た
。

こ
の
享
保
年
間
は
、
天
候
不
順
で
農
民
は
困
窮
し
、
ま
た
城
端
の
町
で

曳山祭の成立

享
保
の
経
済
不
況

藩

財

政

の

窮

乏

九
年
に
わ
た
っ
た
。

つ
な
の
り

加
賀
藩
五
代
藩
主
前
田
綱
紀
の
治
世
は
、
正
保
二
年
（
一
六
四
五
）
か
ら
享
保
八
年

（一

七
二
三
）

の
退
老
に
お
よ
ぶ
ま
で
七

と

し

い

え

か

い

さ

く

は

う

そ
の
間
、
百
万
石
の
権
威
と
藩
祖
利
家
以
来
の
貯
菩
に
加
え
、
改
作
法
の
完
成
に
よ

っ
て
確
保
さ
れ
た
強
大

な
経
済
力
を
背
景
に
、
学
者
や
文
人
を
招
聘
し
、
ま
た
古
今
に
わ
た
る
和
漢
の
図
書
収
集
事
業
を
推
進
し
、
文
運
の
興
隆
が
め
ざ

ま
し
か

っ
た
。
ま
た
元
禄
一
五
年

（一

七

0
二）

将
軍
徳
川
綱
吉
の
前
田
家
江
戸
本
郷
邸
来
臨
に
際
し
て
は
、
御
殿
の
新
造
や
盛

大
な
饗
疫
を
催
し
た
。
そ
の
結
果
、

九
億
八

0
0
0
貫
と
伝
え
ら
れ
た
貯
蔵
銀
も
、

文
化
の
向
上
に
と
も
な

っ
て
支
出
は
年
々
増
大
し
て
い
く
も
の
だ
が
、

い
わ
ゆ
る
享
保
の
改
革
が
す
す
め
ら
れ
た
。
享
保
七
年

ほ
と
ん
ど
底
を
つ
い
て
し
ま

っ
た
と
い
う
。

土
地
を
基
本
と
す
る
年
貢
の
収
入
だ
け
で
は
、
そ
れ
を
ま

か
な
っ
て
い
け
な
く
な

っ
た
。
加
質
藩
に
お
い
て
も
、
財
政
難
が
い
よ
い
よ
始
ま

っ
た
の
で
あ
る
。

幕
府
で
は
享
保
元
年
（

一
七

一
六
）
八
代
将
軍
徳
川
吉
宗
が
登
場
し
、

あ
f

2
ぃ

（
一
七
二
二
）
に
は
倹
約
令
や
上
米
の
制
を
定
め
、
財
政
建
直
し
の
政
策
が
始
め
ら
れ
た
。
ま
た
加
賀
藩
で
は
、

六
代
藩
主
前
田

よ
し
の
リ

吉
徳
の
治
世
と
な
り
、
財
政
の
赤
字
を
解
消
し
よ
う
と
図

っ
た
が
、
ど
う
に
も
や
り
く
り
が
つ
か
な
く
な

っ
た
。

そ
の
頃
、
城
端
を
支
配
し
た
今
石
動
町
奉
行
は
、
宝
永
七
年

（一

七

一0
)

以
来
塩
川
安
左
衛
門
で
あ

っ
た
の
が
、
享
保
九
年

- 45 -



享保の経済不況

寛
保
二
年

（一

七
四
二）

富
田
次
太
夫
に
交
替
し
て
い
る
が
、

そ
の
後
今
石
動
町
奉
行
は
、

享
保

―
二
年

（一

七
二
七
）
に
中
黒
六
左
衛
門
、
同

一
九
年

（一

七
三
四
）
に
半
田
半
左
衛
門
、

そ
の
間
加
賀
藩
で
は
、
大
槻
朝
元

（伝
蔵
）
が
登
用
さ
れ
て
‘
側

享
保
の
飢
饉
と
絹
業
不
振

城
端
の
絹
織
物
業
は
元
禄
年
間

（
一
六
八
八
ー

一
七

0
四
）
に
は
非
常
な
隆
盛
を
示
し
た
が
、

策
も
影
響
し
て
、
極
度
の
不
況
に
苦
し
ま
ね
ば
な
ら
な
く
な

っ
た
。

正
徳
元
年

（一

七

―
-
)
西
新
田
町
に
火
事
が
あ

っ
た
時
、
藩
は
類
焼
者
に

一
五

0
石
の
貸
米
を
し
た
が
、
類
焼
者
以
外
で
も

町
中
の
困
窮
者
に
二
貫
三

0
0
目
の
貸
銀
を
行

っ
て
こ
れ
を
救
済
し
た
。
ま
た
正
徳
五
年

（一

七

一
五
）
四
月
に
も
東
新
田
町
に

火
事
が
あ
り
、

六
三
戸
を
焼
い
た
か
、

や
は
り

一
五

0
石
の
貸
米
を
与
え
て
い
る
。

凶
作
や
飢
饉
、
悪
疫
流
行
に
よ
る
被
害
も
多
か

っ
た
。

流
行
に
は
、

屍
骸
を
郊
外
の
谷
に
葬

っ
た
の
で
、

あ

っ
た
の
で
、

五
）
に
は

一

用
人
の
よ
う
な
地
位
で
藩
財
政
に
あ
ず
か

っ
た
。

少
し
さ
か
上
る
が
、

そ
の
谷
を

“
地
獄
谷
”
と
称
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。

し
ゃ

L

そ
の
後
幕
府
の
奢
修
禁
止
の
政

延
宝
年
間

（
一
六
七
三
ー
八

一）

そ
の
谷
は
屍
骸
で
半
分
ほ
ど
埋
没
し
た
と
い
う。

そ
れ
は
実
に
悲
惨
な
状
態
で

そ
の
後
も
元
禄
八
年

（一

六
九
五
）
は
雨
が
降
り
続
い
て
大

凶
作
、

宝

氷
三
年

（一

七

0
六）

か
ら
三
年
連
続
の
不
作
に
よ

っ
て
大
飢
饉
、
そ
し
て
正
徳
二
年

（一

七

―
二
）

も
荒
年
で
あ

っ

お

に

L

と

む

ら

た
。
こ
の
年
、
大
西
村
な
ど

の
百
姓
達
が
、
十
村
宅
に
押
し
か
け
て
打
ち
こ
わ
す
と
い
う
事
件
が
起
き
た
。
享
保
元
年

(-
七

一

六）

も
雨
多
く
凶
作
で
あ

っ
た
。
同
四
年
、
同
六
年
は
大
風
雨

の
た
め
に
稲
作
は
大
害
を
被

っ
た
。
ま
た
享
保

一
0
年

（一

七
ニ

一
月

一
八
日
よ
り
降
り
出
し
た
雪
が
未
曽
有
の
大
雪
と
な

っ
て
、
翌
春
も
長
く
消
え
ず
‘

の
飢
饉
と
悪
疫

そ
の
年
の
前
後
三
年
は
連
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合
頭
に
伝
え

こ
れ
を
徹
底
さ
せ
た
。 貸方 営業 の公認

に
四
四

0
石
と
続
い
て
い
る
。

保
の
大
飢
饉
で
、

続
の
大
雪
で
農
作
は
不
良
で
あ

っ
た
。
享
保

一
七
年

（一

七
三
二
）

は、

翌
一

八
年
は
砺
波
郡
で
は
三
清
組
の
騒
動
が
あ
り
、
江
戸
で
は
米
価

城
端
町
の
困
窮
者
に
対
す
る
藩
の
貸
米
は
、

享
保
二
年

(
-
七

一
七
）
に
六

0
石
八

斗
、
同
七
年
に
二

0
七
石
、
同

―
二
年
に
三
七
石
八
斗
三
升
、
同

一
八
年

（一

七
三
三
）

享
保

―
二
年

（一

七
二
七

）
城
端
の
町
役
人

（年
寄

・
肝
煎

．
算
用
聞
）
は
連
署
し

て
、
今
石
動
町
奉
行
所

へ
貸
米
の
願
書
を
出
し
た
。

不
振
で
町
中
が
難
儀
し
て
い
る
こ
と
、
絹
商
売
を
す
る
者
の
数
が
減

っ
て
き
た
の
で
、

て

ま

ば

た

手
間
機
な
ど
絹
の
下
請
業
者
が
特
別
に
困
窮
し
て
い
る
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
ま
た
、

•
l
"り
か
た

こ
の
年
の
生
活
困
窮
は
全
国
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
当
町
で
は
近
年
郡
方
よ
り
多
数
の
者
が
移
住
し
て
来
た
た
め
、
特
に
生
活
難

え

-
t
i
 ̀

,aマJTt
 

4
そ
＾.i
 

u4
*
i
 

:
“
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r

、
，べら
1
t
'

；
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↓
T

i
_

り

1
0tぐ夕
、
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A
‘
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し
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V
xt
t

？
ヽ
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蕩
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A
9
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i
・ア、

o

t‘
`
1
・
ヤ
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,9
↓
“
`
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‘

の
者
が
多
い
の
だ
と
訴
え
て
い
る
。
事
実
、
元
禄
五
年

（
一
六
九
二）

に
六
八
六
戸
、

三
、

享
保
九
年

（一

七
二
四
）
に
は
八
三
三
戸、

そ
の
理
由
と
し
て
、
近
年
商
売
か

七
六

0
人
で
あ

っ
た
戸
数
と
人
口
が
、

四、

〇
二
二
人
と
な

っ
て
お
り
、
付
近
農
村
か
ら
の
移
住
者
が
急
増
し
て
い
る
。

享
保

―
二
年

―
二
月
、
新
任
の
今
石
動
町
奉
行
中
黒
六
左
衛
門
は
、

町
人
の
生
活
を
引
き
締
め
る
よ
う
に
通
達
し
て
き
た
。
頼

母
子
講
や
年
忌
法
事
の
時
に
、
町
人
が
客
を
招
き
御
馳
走
な
ど
す
る
華
美
な
風
習
を
戒
め
る
よ
う
、
町
役
人
を
通
し
て
各
町
の
組

が
高
騰
し
て
打
ち
こ
わ
し
が
発
生
し
た
。

い
わ
ゆ
る
享
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一
万
五
、
二
七
六
疋
に
下
落
し
て
い
る
。

絹
屋
と
下
請
藁
者

織
物
業
の
発
達
に
と
も
な
っ
て
、
製
品
に
対
す
る
課
税
と
業
者
へ
の
取
締
り
が
進
め
ら
れ
た
。
寛
永
二

0
年
（
一
六
四
三
）
に

茄

日

応

‘
正
保
四
年
（
一
六
四
七
）
に
叫
叩
向
ば
を
任
命
し
て
、
藩
で
は
絹

・
布
に
対
す
る
物
品
税
を
課
し
て
き
た
が
、
正
徳

い
と

さ
の

3
9
に
人

さ
し

い
り

元
年
（
一
七
―
-
)
に
は
糸
絹
仲
人
肝
煎
を
任
命
し
、
糸
や
絹
の
売
買
を
扱
う
仲
人
の
取
締
り
に
あ
た
ら
せ
た
。
ま
た
享
保
元
年

（
一
七
一
六
）
に
は
針
口
懸
座
（
絹
の
品
質

・
目
方
を
検
査
す
る
）
、
絹
頭

（京
都
に
移
出
す
る
絹
の
取
締
り
を
行
う
）
を
任
命

こ
れ
に
よ
っ
て
絹
業
者
の
自
由
な
活
動
が
阻
害
さ
れ
、
絹
の
移
出
が
不
活
発
と
な
っ
た
。

良
下
請
業
者
の
締
め
出
し
な
ど
を
行
い
、
下
請
業
者
に
対
し
て
は
年
貢
諸
役
に
差
支
え
な
い
よ
う
に
賃
銭
を
先
借
り
し
て
や
る
こ

と
や
不
正
行
為
の
監
視
を
す
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
専
業
の
仲
人
が
設
置
さ
れ
た
の
は
、
絹
業
の
不
況
に
よ

っ
て
絹

屋
と
下
請
業
者
と
の
間
に
契
約
上
の
紛
争
が
多
く
起
こ
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

下
請
業
者
の
中
に
は
、
絹
屋
か
ら
査
金
を
前
借
り
し
て
注
文
に
応
じ
て
い
た
者
が
多
く
‘
絹
業
の
不
振
は
こ
れ
ら
の
下
層
町
人

の
み
な
ら
ず
、
絹
業
の
中
心
で
あ
る
絹
屋
の
生
活
を
も
強
く
お
び
や
か
し
た
の
で
あ
る
。

享
保
一
九
年
(

l

七
三
四
）
に
お
け
る
絹
の
生
産
高
は
二
万
八
‘

0
七
八
疋
で
あ

っ
た
が
、
党
保
二
年

（一

七
四
二）

に
は
、

享
保
二

0
年
（
一
七
三
五
）

厨
．
慰
煕
厨

．
即
憲
星
な
ど
）

と
の
間
に
立
つ
も
の
で
、
そ
の
任
務
は
、
絹
屋
に
対
し
て
は
必
要
と
す
る
下
請
業
者
の
確
保
と
不

く
り

や

か

9

2た
ら
心
う
に
ん

に
は
五
人
の
繰
屋
懸
機
仲
人
が
任
命
さ
れ
た
。

四
）
よ
り
一
時
絹
頭
が
廃
止
さ
れ
た
。

し
た
。

く
り

）
れ
は
絹
屋
（
絹
の
生
産
業
者
）
と
下
請
業
者
（
繰

こ
の
た
め
享
保
九
年

（
一
七
二
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今
石
動
町
奉
行
所
へ
願
い
出
た
の
で
あ
る
。

こ
と
と
な
っ
た
。

そ
の
頃
、
上
町
の
十
四
日
市
の
権
利
を
も
つ
者
は
、
西

―
二
月
、
上
町
の
市
が
一
斉
に
そ
の
復
興
を
は
か
る

な
あ
り
さ
ま
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
状
態
を
打
開
す
る
た
め
に
、
享
保

市

場

の

復

興

天
正
年
間
(
-
五
七
三
ー
九
二
）
以
来
の
上
町
（
西
上
町
と
束
上
町
）
の
市
（
四
の
日
と
一

0
の
日
）
と
、
慶
長
九
年
(
-
六

0
四
）
開
設
の
下
町
（
東
下
町
と
西
下
町
）
の
市
（
七
の
日

）
と
は
、
な
が
年
対
立
し
て
い
た
が
、
初
め
は
上
町
が
優
勢
で
、
常

に
下
町
を
圧
倒
し
て
い
た
。

め
て
き
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
に
下
町
の
市
が
復
興
さ
れ
る
と
‘

伊勢領城端神明宮旧蹟

そ
の
後
‘
紆
余
曲
折
は
あ

っ
た
が
、
延
宝
九
年
（
一
六
j
-
)
の
記
録
で
は
、
東
西
上
町
の
市
は
、

西
町
が
四
日
・
一
四
日
・
ニ
四
日
、
東
町
が
一

0
日
、
二

0
日
・
晦
日
を
受
け
持
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
四
十
物
店
（
乾
魚
・
塩
干
物
そ

の
他
、
布
・
米
・
茶

・

煙
草

・

呉
座

・

笠
・

塩
•
か
せ
等
の
雑
貨
を
商
う
も
の
）
と
唐
人
店
（
呉
服

・

太
物
な
ら
び
に
着
物
を
商

う
も
の
）
と
に
分
け
て
経
営
す
る
古
来
の
し
き
た
り
を
守
る
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

そ
の
発
展
に
よ

っ
て
下
町
の
方
の
穀
気
が
よ
く
な
り
‘

こ
の
た
め
、
こ
れ
ま
で
優
位
に
あ
っ
た
上
町
の
市
が
圧
迫
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
本
来
上
町
で
開
く
べ
き
市
が
い
つ
し
か
有

名
無
実
に
な
っ
て
、

九
年
（
一
七
二
四
）

か
え
っ
て
下
町
が
四
日
や
一
四
日
に
市
を
開
く
よ
う

中
町
と
称
し
て
い
た
が
、

r

こ
の
頃
は
渡
世
も
困
難
な
の
で
市
場
を
復
興
し

て
、
そ
の
店
貸
賃
に
よ
っ
て
地
子
銀
な
ど
の
助
け
に
し
た
い
』
と
、
先
ず

こ
れ
は
次
第
に
市
場
経
営
の
秩
序
が
乱
れ
始
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新しい町造りの気運

階
に
分
け
ら
れ

と
は
区
別
し
て
課
せ
ら
れ
た
。

当
時
、
西
上
町
の
四
の
日
の
市
場
は
‘

元
禄
以
降
、

正
徳

・
享
保
年
間
は
、
商
品
貨
幣
経
済
進
展
の

一
面
‘
硲
府
に
お
い
て
も
加
賀
藩
に
お
い
て
も
財
政
難
が
深
刻
化

し
た
。
ま
た
天
災

・
凶
作
に
よ
る
飢
饉
や
絹
織
物
業
の
不
況
が
、
城
端
町
人
の
生
活
を
大
き
く
お
び
や
か
し
て
お
I
J
‘

町
民
の
経
済
的
負
担

二、

新
し
い
町
造
り
の
気
運

開
に
苦
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

れ
、
と
う
じ
ん
見
世
頭
と
肴
見
世
頭
が
お
り

｀
ー
か
な
み
せ

と
う
じ
ん
見
世
と
肴
見
世
に
分
け
ら
れ
、

四
日

・
一
四
日

・
ニ
四
日
の
市
に
は
そ
れ
ぞ

こ
の
市
の
構
成
か
三
三
人
の
町
人
よ
り
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
記
鉢
さ
れ
て
い
る
。

町
奉
行
支
配
下
に
あ
る
城
端
町
民
の
経
済
的
負
担
に
は
、
大
き
く
分
け
て
白
131
方
年
貢
米
と
小
物
成
が
あ
る
。
小
物
成
に
は
、
山

こ
人

や

し

ろ

ゃ

く

役

・
絹
布
判
賃

・
鍛
冶
役

・
中
折
蛾
漆
商
売
役

・
紺
屋
室
役

・
豆
腐
役

・
鮭
鮎
川
役

・
伝
馬
役

・
蛾
燭
役
・
酒
役
、
そ
れ
に
地
子

ま
い米
か
含
ま
れ
る
。

畠
方
年
貢
米
は
延
宝
七
年
(
i
六
七
九
）
に
は
草
高
に
対
し
て
六
割
八
分
の
年
貢
率
で
、
束
上

・
束
下

・
西
上

・
西
下

・
大
工

の
I
f

町

・
出
丸
の
六
ヵ
町
で
は
宅
地
の
歩
数
に
応
じ
て
割
当
て
ら
れ
‘
束
新
田

・
西
新
田

・
新
町

・
野
下
の
四
ヵ
町
で
は
宅
地
と
畠
方

IJ
ん

史
ら

地
子
米
は
宅
地
税
で
、
東
上
・
束
下

・
西
上

・
西
下
の
本
町
四
ヵ
町
で
は
、

一
歩
に
付
き
上
は
一
升
三
合
七
勺
、
中
は

一
升

一
合
四
オ
、

そ
の
場
所
に
よ

っ
て
上
・
中

・
下
・
下
々
の
四
段

下
は
八
合
三
勺
八
才
、

こ
れ
の
打

下
々
は
五
合
七
勺
ニ
オ
の
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第二迂 曳山祭の成立

神明宮狛犬

西
新
田
に
は
そ
の
負
担
は
な
か

っ
た
。

町
を
構
成
し
運
営
す
る
上
で
の
役
割
が
あ

っ
た
。
ま
た
、
各
町
の
内
部
で

城
端
一

0
ヵ
町
と
い
っ
て
も
、
各
町
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
が
あ
り

り
七
ヵ
町
に
な
ら
し
割
に
す
る
伯
習
で
あ

っ
た
。

れ

一
六
分
の

一
を
東
新
田

・
西
新
田
の
両
町
か

そ
し
て
後
の
全
部
を
残

を
町
雑
用
と
い
う
が

そ
の
総
額
の
四

0
分
の
一
を
大
工
町
が

そ
れ
ぞ

政
を
執
る
上
に
必
要
な
経
枝
、
そ
の
他
臨
時
の
人
夫
賃
な
ど
雑
多
な
代
用

割
合
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
大
工
町
は
全
部
が
下
、
出
丸
と
新
町
・
野
下
町
は
全
部
が
下

々
、
東
新
田
は
七
合

一
勺
よ
り
三
合
ま
で

四
段
階
に
分
か
れ
、
西
新
田
は

一
歩
に
付
き
四
合
四
勺
ニ
オ
九
毛
で
あ

っ
た
。

や

く

や

だ

カ

畠
方
年
貢
米
と
地
子
米
は
所
有
地
に
応
じ
て
賦
課
さ
れ
た
が
、
小
物
成
の
う
ち
に
は
役
家
高
に
応
じ
て
賦
課
さ
れ
る
も
の
が
あ

っ
た
。
役
家
高
と
い
う
の
は
‘

は
、
東
西
各
上
下
町
の
本
町
四
ヵ
町
を
主
と
し
、

小
物
成
の
う
ち
、

そ
の
家
の
主
と
し
て
宅
地
を
基
準
と
し
た
賽
産
に
応
じ
て
決
め
る
も
の
で
、

ち
り
ま
ち

こ
れ
に
出
丸

•

新
町

・

野
下
の
三
散
町
が

一
部
負
担
し
た

。

大
工
町
・
東
新
田

山
役
と
伝
馬
役
は
役
家
高
に
応
じ
て
惣
町
で
負
担
し
、

そ
の
他
の
小
物
成
は
受
益
者
が
負
担
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
た
。
中
で
も
銀
高
の
大
き
い
の
は
絹
布
判
賃
で
、
城
端
の
産
業
の
特
色
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
絹
や
米
を
は
じ
め
、
生

こ
う
せ
人

糸
・
蠍

・
中
折
紙

・
漆
な
ど
の
重
要
物
資
が
売
買
さ
れ
る
時
に
賦
課
さ
れ
る
諸
雑
代
を
口
銭
と
い
い
、
そ
の
使
途
は
‘
絹
の
口
銭

の
一
部
か
町
肝
煎
の
給
銀
と
し
て
与
え
ら
れ
た
外
は
、
す
べ
て
そ
の
商
売
関
係
の
諸
役
人
の
料
銀
と
仲
人
の
貨
用
で
、

貯
用
と
し
て
町
の
雑
用
の
財
源
に
当
て
ら
れ
た
。

こ
れ
を
負
担
す
る
の

町
肝
煎
や
組
合
頭
が
町

一
部
は
町
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新しい町造りの気運

こ 人口 戸数

元篠芍年享保＇ぷ箪 元禄 5年享保9年

本 町 家 1,510 1,805 199 201 

散 町 家 1,520 1,473 306 415 

寺 方 5 5 2 2 

御 坊 方 49 4 4 
53 

同寺 家 5 5 
108 

同地内家 19 26 
97 

寺方・地内家 14 3 6 

医 師 家 8 14 2 3 

山 伏 家 5 7 1 1 

本町・借地家 109 122 
散町

541 568 
本町・借家 36 48 
散町

計 3,760 4,022 686 833 

内 男 1,653 1,779 ／ ／ 
訳 女 2,107 2,243 ／ ／ 

は

、

畠

方

年

貢

米

や

地

子

米

を

貢

納

す

る

地

主

・

家

持

の

役

家

町

人

と

、

町

の

戸

数

と

人

口

尤

禄

五

年

（

一

六

九

二

）

と

享

保

九

新

田

・

西

新

田

の

六

ヵ

町

を

い

う

。

下

の

四

ヵ

町

で

あ

り

、

散

町

は

出

丸
本
町
は
東
上
・

東
ド
・

西
上
•

西

そ

れ

を

課

せ

ら

れ

な

い

借

地

・

借

家

や

裏

地

に

居

住

す

る

者

の

別

が

あ

っ

た

。

町

政

の

運

営

は

当

然

な

が

ら

役

家

町

人

、

中

で

も

上

層

町

人

た

ち

に

よ

っ

て

行

わ

れ

た

の

で

あ

る

。

城

端

の

戸

数

と

人

口

は

、

本

町

・

散

町

、

役

家

・

無

役

家

、

借

地

家

・

医

師

家

・

山

伏

家

な

ど

に

区

分

し

て

行

へ

報

告

さ

れ

た

。

•

新
町
・

野
ド
お
よ
び
大
工
町

・

東

年

（

一

七

二

三

）

を

比

較

す

る

と

、

上

表

の

よ

う

に

な

る

。

調

査

し

、

町

肝

煎

か

ら

今

石

動

町

奉

借

家

、

寺

方

・

御

坊

方

・

寺

内

家

・
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ヽ

｀

り
t

＾
ロ

ー

`

5

,:'ー
が

r”9『
r
:
A
.
¥

~
9
，が
；
苫

~f
ら
‘
/

；＇，
肴
謡
哺
倣
l
h

9
)じ
位
置
筐
い
]

一

畠
！
裏
；
：
〗
冑
吋
乱
~＼

｛

，

ヽ

．

，ヽ＇

企

t
>姪ヽ
~

ふ
心
＂7
\

ー
）
i

ゃ
:

.

.

 

.. 

亀
負
鴫
，．

『
，
＇

，＇
s．

ー

戸
数
は
三一

年
間
に

一
四
七
軒
の
増
加
を
み
て
い
る
が
、
特
に
散
町
の

一
〇
九
軒
増
が
注
目
さ
れ
る
。

び
散
町
か
ら
本
町
の
商
家
や
絹
屋

へ
下
人

・
下
女
と
し
て
住
み
込
む
者
が
増
加
し
た
た
め
で
あ
ろ
う。

次
表
は
元
禄
六
年
（

一
六
九
三）

と
享
保

一
三
年
（

一
七
二
七）

の
町
別
家
高
で
あ
る
。

>̀
、
’

っ｛

し
か
し
人
口
で
は
本
町

が
二
九
五
人
も
激
増
し
て
い
る
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
付
近
腹
村
か
ら
町
方
へ
の
移
住
者
が
増
加
す
る
と
と
も
に
、
殷
村
お
よ
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― 新しい町造りの気運

元禄 6年と享保13年の町別戸数

元禄 6 年 (1693) 享 保 13 年(1727)

： 本町 散町 本町 散町

叶も寺古
合

東東西西示＂ 一 出， 里Fi 工大 新東新西 了',,i ‘ 束東西西 ＾ 出［ 人一儡西 4^ヽ
計上ド上下 包小

工新
i t 上下上下J・ 丸町 1lJ 01J 丸 町山田 包

役
一四 全 四四五 四五 六 工 四五 五五 八 ー

七四 ← 盆~ ー ヒ 八̀--9 .,1‘ ． 八 九 ーー ← ， 、五•→←. 七 石 四 ）L 九
家 一九 九

胃 九 ー孟一、 ー=· —写= ，—·、• 六｝L
四 0-0 = 

地
ー＝ ヒヽ；；
七 四 ー ノ＼ 八

鍛冶 家無9(x 9し 一 こ 四 三 五 五
こ こ

[ : 三 六
一

←四・四 . 四-・ 八 八

. -. .. ~ -. 
＾ 寺 - - ←ヽ • →←‘ ~ 一

闊 • →←. 七 • ヒ一、
ヒ 七

地
• _. 

御
て

~ -. ＝ -~ _ 

こ： こ
四

坊 ←一‘

『 五丘

家囚 八八

醤 て

家 こ： • --• 

閾
ー、 . -. 

• -・ 

； ノ↓‘ 五 — E 四 ー
九 六 六 五 ヒ ー -j¥ _._ /‘ 
〇 四 . )--L・ 二

゜
こ 5三 九 I1.八 し五→← ▼ = /‘ 

こ~八 八

借 ~ 一 ~ し一ョ

四五 ー 五
．五~ 四 二 七

ー •四一三｀九
三 四 /ー、口‘ 四 ＝

し四→→ 五 五家

／-L ヽ ~／‘ ヒヒ ＾ 元 五 三 八 全9L -ハ八』- ブ＜ ／＼ ／＼八 ＾ ＝ 五 ノ．‘ - ⇔^立ョ 八― 
一八

,it 0 -. ＇ /9‘ • ー 四
ノ‘/‘ 九六 • ヒ_‘ー 四 ー 六七 ー1しノ←‘ 四 五 五 〇

四 一 ヒIi〇二 一 九 四 ＝

人 四 四 五四 四五 ＾ 三三
四 三 ー-• ノ・‘ 尖とヽ ハ七 〇 九 七九

→ 、

数 五 三 八 ＝ 四 ヒ 五七
堅九 完八
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第二迂 曳山祭の成立

町
は 新

し
い
町
造
り
へ
の
胎
動

い
る
の
で

こ
れ
を
除
く
と
八
一
九
軒
と
な
り

元
禄
六
年
の
品
々
帳
に
は
、
善
徳
寺
お
よ
び
五
ヵ
寺
・
寺
内
家
は
除
＇

か
れ
て
い
る
。
ま
た
新
町

・
野
下
町
は
合
わ
せ
て
三
四
軒
と
な

っ
て
い

る
か
、

そ
の
う
ち
新
町
は
山
伏
家
を
含
め
て
二
六
軒
、
野
下
町
は
八
軒

享
保
一
三
年
の
調
査
に
は
善
徳
寺
・
五
ヵ
寺

・
寺
内
家
が
含
ま
れ
て

る
か
、
本
町
四
ヵ
町
の
二
七
軒
増
に
対
し
、
散
町
六
ヵ
町
で
は
一

〇
六

軒
の
増
と
な
り
、
特
に
大
工
町
の
三
四
、
新
町

・
野
下
の
三
三
、
西
新
田
の
三
五
軒
増
が
目
立
っ
て
い
る
。

元
禄
か
ら
享
保
へ
と
‘
付
近
農
村
か
ら
町
へ
来
住
す
る
者
が
激
増
し
、
城
端
の
人
口
構
成
は
大
変
動
を
と
げ
た
の
で
あ
る
。

神
明
社
の
氏
子
町
は
、
東
上
・
束
下

・
西
上

・
西
下

・
出
丸

・
大
工
町

・
新
町

・
野
下
の
八
ヵ
町
で
あ

っ
た
。
本
町
四
ヵ
町
は

従
来
と
も
城
端
の
中
核
で
あ

っ
た
が
、
大
工
町

・
新
町

・
野
下
町
は
戸
数
も
少
く
‘

元
禄
品
々
帳
や
そ
の
後
の
人
別
帳
な
ど
で
も
両
町
で
一
冊
と
な

っ
て
い
た
り
、
組
合
頭
も
両
町
あ
わ
せ
て
定
数
を
割
当
て

ら
れ
て
い
る
。
究
文
九
年
（
一
六
六
九
）
に
大
工
町
と
新
町
が
市
場
開
設
を
願
い
出
た
の
も
、
町
内
繁
昌
の
願
い
か
ら
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
か
享
保
に
入
る
と
、
大
工
町

・
新
町

・
野
下
へ
の
移
住
者
が
増
加
し
、
人
口
も
増
え
て
新
町

・
野
下
町
の
町
並
も
漸
く

と
と
の
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
享
保
―

一
年

（一

七
二
六
）

四
月
に
作
成
さ
れ
た
「
城
端
絵
図
」
に
よ
れ
ば
大
工
町
か
ら
新
町
へ

に
す
き
な
い
。

一
三
三
軒
の
増
と
な

経
済
力
も
弱
か

っ
た
。
と
く
に
新
町
と
野
下

ぱ 9£

五ケ山への往還「喘湯」の坂

石坂のみ11往時を｛思ばせている
（東新田11!1)
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曳山祭の成立

ヽ

諏

予

忠

小
原
治
五
右
衛
門
稀
雄
の
句
碑
（
水
月
寺
境
内
）

蓮
の
実
や
こ
ヽ
を
去
る
こ
と
遠
か
ら
ず

r
御
当
地
神
祭
、
貞
享
年
中
よ
り
興
行
有
之
』
の
記
録
が

あ

づ

ま

こ
れ
に
四
阿
屋
根
で
こ

へ
遷
宮
し
た
も
の
と
い
う
。

町
人
で
あ
っ
た
。
曳
山
祭
の
成
立
は
こ
の
よ
う
な
背
景
の
中
で
醸
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

曳

山

祭

の

成

立

大
神
宮
社
殿
の
再
建

城
端
町
で
通
称
“
大
神
明
”
と
呼
ば
れ
る
の
が
城
端
神
明
社
で
あ
る
。
直
海
郷
伊
勢
領
（
砺
波
郡
北
野
村
地
内
）
に
鎖
座
の
「
大

じ
ん
ぐ
う

神
宮
」
を
天
正
二
年
(
-
五
七
四
）
に
、
現
在
地
の
金
戸
嶋
（
神
明
嶋
）

そ
の
後
、
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
に
は
社
殿
が
再
建
さ
れ
た
。
三
間
四
方
の
萱
荘
の
拝
殿
が
あ
り
、

け
ら
荘
の
九
尺
に
三
間
の
神
楽
堂

・
幣
殿
が
付
属
し
て
い
た
と
い
う
。

指
導
的
役
割
を
は
た
す
の
は
、
や
は
り
本
町
四
ヵ
町
を
中
心
と
す
る
上
層

と
が
望
ま
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
情
況
の
中
で
新
し
い
町
造
り
を
推
進
す
る

し
て
お
り
、
町
全
体
に
沈
滞
ム
ー
ド
が
み
な
ぎ
り

ふ
れ
、
新
し
い

町
造
り
が
必
要
で
あ
っ
た
。
移
住
し
た
多
く
の
者
は
困
窮

況
で
あ
っ
た
が
、
虚
村
の
生
活
を
追
わ
れ
て
移
住
し
て
き
た
者
が
町
に
あ

し
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。

元
禄
に
く
ら
べ
て
町
の
経
済
は
き
わ
め
て
不

こ
れ
を
打
開
す
る
こ

野
下
町
・

今
町
・

野
下
町

・
西
野
下
町
か
あ
り
、
新
し
い
居
住
者
が
激
増

と
家
並
は
宥
音
塚
の
あ
た
り
ま
で
続
き
ま
た
善
徳
寺
か
ら
南
の
方
へ
東
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崩
れ
は
じ
め
て
い
た
。

或
は
聟
取

・
嫁
取
又
は
葬
礼

・
法
事
等
仕
節
、
成
程
軽
く
可
仕
候
。
此
段

あ
り
、
こ
の
社
殿
再
建
を
機
会
に
祭
礼
の
こ
と
が
議
に
上
っ
た
の
で
あ
る
。
御
神
託
に
よ
り
秋
祭
は
八
月
一
五
日

・
一
六
日
に
、

春
祭
は
三
月
一
六
日
に
定
ま
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、

額
を
、

天
和
年
中
（
一
六
八
一
ー
）
に
近
岡
氏
が
「
坂
上
田
村
麿
蝦
夷
征
伐
」

元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
に
加
賀
藩
祐
筆
山
本
源
右
衛
門
揮
畜
の
「
大
神
宮
」
の
社
額
も
奉
納
さ
れ
た
。
元
禄
六
年
の
「
組

中
人
々
手
前
品
々
党
書
帳
」
に
は
、
北
野
三
ヶ
村
山
伏
海
乗
寺
甥
の
山
伏
常
専
（
三
五
オ
）
が
元
禄
五
年
よ
り
当
地
神
明
宮
守
に

宝
永
五
年
（
一
七

0
八
）
、
加
賀
藩
は
家
臣
及
び
町
人

・
百
姓
に
倹
約
を

勧
め
‘

そ
の
行
状
を
慎
し
む
よ
う
に
指
令
し
た
。
城
端
で
は
不
明
だ
が
、

郡
方
で
は
七
月
一
七
日
か
ら
二
四
日
の
間
に
、
十
村
役
は
村
肝
煎
・
組
合

頭
に
対
し
て
百
姓
に
倹
約
を
守
ら
せ
る
よ
う
耕
作
•
生
活
各
面
に
わ
た
る

詳
細
な
規
制
を
示
し
、

参
る
と
記
し
て
い
る
。

そ
の
請
書
を
徴
し
た
。
そ
の
中
に
は
、

『
神
事
祭
礼

肝
煎

・
組
合
頭
吟
味
可
仕
事
。
』
と
い
う
一
項
が
あ
り
‘
神
事
祭
礼
へ
の
取
締
り
に
も
ふ
れ
て
い
る
。

加
賀
藩
に
と
っ
て
こ
の
年
は
栄
光
の
年
で
も
あ

っ
た
。
元
禄
一
五
年
の
将
軍
綱
吉
江
戸
本
郷
邸
来
臨
に
続
い
て
、

こ
の
宝
永
五

年
に
は
、
綱
吉
の
養
女
松
姫
と
前
田
綱
紀
の
嫡
子
吉
徳
と
の
婚
儀
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
将
軍
家
と
百
万
石
と
の
縁
組
で
あ
っ

た
。
し
か
し
翌
宝
永
六
年
一
月
に
綱
吉
は
悦
去
し
、
六
代
将
軍
に
は
徳
川
家
宣
が
就
任
し
、
新
井
白
石
が
登
用
さ
れ
て
正
徳
の
治

お

に

L

が
始
ま
っ
た
。
城
端
近
辺
で
は
正
徳
二
年
（
一
七
―
二
）
が
凶
作
で
、
大
西
組
の
百
姓
一
揆
が
発
生
し
、
元
禄
の
繁
栄
は
次
第
に 神明宮額（元禄5年）

の
絵
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あ
る
。

の
神
祭
執
行
や
御
燈
火
奉
納
等
の
諸
神
事
も
定
箔
し
て
い

っ
た
の
で
あ
る
。

神
明
社
境
内
に
あ
る
種
々
の
石
燈
籠
の
中
で
、
年
代
の
明
ら
か
な
最
古
の
も
の
は
正
徳
三
年
（
一
七
一
三

）
で
、
『
正
徳
三
癸
巳

暦
三
月
吉
日

一
六
日
の
秋
祭
か
ら
城
端
神
明
の
祭
礼
が
始

城
ヶ
端
氏
子
中
』
と
刻
ん
で
あ
る
。
城
端
で
は
貞
享
か
ら
元
禄
へ
と
町
勢
が
発
展
し
、
宝
永

・
正
徳
へ
と
神
明
社

曳
山
祭
の
誕
生

神明宮参道

ま上
りり、、 「

畑
家
旧
記
」
に
よ
る
と
‘
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
に
神
輿
が
出
来

こ
の
年
八
月
一
五
、

い
ろ
い
ろ
の
粧
物
も
出
さ
れ
た
と
伝
え
て
い
る
。
神
輿
は
神
の
み

ゆ
き
（
神
幸
）
に
用
い
る
の
り
も
の
で
あ
り
、
神
霊
の
降
臨
を
送
迎
す
る

も
の
で
あ
る
。
粧
物
と
は
飾
り
を
つ
け
た
風
流
傘
鉾
を
さ
す
の
で
あ
ろ
う
。

安
永
五
年
（
一
七
七
六
）
の
出
丸
町
文
書
に
は
、
『
御
神
輿
・
笠
鉾

・
獅
子
等
は
引
山
出
来
以
前
よ
り
有
之
旨
承
伝
候
』

傘
の
上
に
各
町
そ
れ
ぞ
れ
の
粧
物
を
載
せ
た
現
在
の
形
式
か
ら
い
え
ば
「
傘
鉾
」
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

の
記
録
も

こ
の
記
録
に
は

「笠
鉾
」
と
書
い
て
あ
る
が
、
大
き
な
絵
番
傘
に
約

一
尺
幅
の
水
引
猫
を
傘
の
周
縁
か
ら
垂
ら
し
、

そ
の

傘
鉾
の
原
形
は
‘
傘
の
上
に
御
幣
を
つ
け
た
傘
鉾
で
あ
る
。
御
幣
は
不
浄
を
祓
う
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
‘
幣
は
ヌ
サ
で
、
ミ

テ
グ
ラ
と
も
い
う
。
ミ
テ
グ
ラ
の
ク
ラ
は
神
霊
の
降
臨
す
る
と
こ
ろ
を
示
し
、
ミ
テ
グ
ラ
と
は
手
に
と

っ
て
ふ
り
動
か
す
神
の
依

代
の
こ
と
だ
と
も
い
う
。
御
幣
の
つ
い
た
傘
鉾
に
は
、
神
孟
の
降
臨
を
迎
え
る
依
代
の
惹
味
が
あ
る
。
傘
の
上
に
粧
物
の
つ
い
た

ふ

"
e
↓

城
端
の
傘
鉾
は
‘
御
幣
の
つ
い
た

「御
幣
傘
鉾
」
か
ら
飾
物
を
つ
け
た
傘
鉾
へ
と
、
傘
鉾
の
風
流
化
に
よ

っ
て
出
来
た

「
風
流
傘
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称
し
て
い
る
が
、
当
初
は
「
千
枚
分
銅
」
を
模
し
た
造
形
を
御
神
体
と
し

二

山
」
と
称
し
、

「
布
袋
」
像
を
安
置
す
る
。
大
工
町
は

「
千
枚
分
銅
山
」
と

迂第 曳山祭の成立

伝
え
て
い
る
。

鉾
」
で
あ
る
。

氏
子
町
の
八
ヵ
町
で
は
、

尭王像の箱書

通
称
木
屋
仙
人
と
云
う
』
の
箱
書
が
あ
る
。
ま
た

そ
れ
ぞ
れ
傘
鉾
を
捧
持
し
て
神
盆
の
降
臨
を
迎
え
、
獅
子
と
剣
鉾
が
神
輿
渡
御
の
行
列
を
先
導
し
た

の
で
あ
る
。
剣
鉾
が
い
つ
頃
か
ら
こ
の
行
列
に
加
わ
る
よ
う
に
な
っ
か
明
ら
か
で
な
い
が
、

鉾
を
立
て
た
台
の
前
後
を
担
い
棒
で
か
つ
い
で
巡
行
し
た
と
い
う
。

次
い
で
享
保
四
年
（
一
七
一
九
）
八
月
一
五
日
の
祭
礼
に
は
、

は
じ
め
は
車
も
つ
い
て
お
ら
ず
、
剣

は
じ
め
て
曳
山
か
出
来
上

っ
た
。「
畑
家
旧
記
」
で
は
こ
の
年
に

か
ん
•
]
や
ま

各
町
す
べ
て
の
曳
山
が
出
来
た
と
記
録
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
異
論
も
あ
る
。
西
下
町
の
「
諫
鼓
山
」
に
安
匹
す
る
「
奥

お

う

ご

＂

ん

ぞ

う

王
」
の
御
神
像
は
享
保
元
年
（
一
七
一
六

）
に
す
で
に
出
来
て
い
た
の
で
あ
る
。
御
神
像
の
尊
頻
を
「
御
面
像
」
と
称
し
て
い
る

が
、
発
王
の
御
面
像
収
蔵
箱
に

『享
保
元
年
八
月
出
来
、
木
屋
五
郎
右
衛
門

西
上
町
の
「
竹
田
山
」
は

一
恵
比
須
」
像
を
安
罰
す
る
か
、
西
上
町
に
は
現
在
も
古
い
木
像
の
恵
比
須
像
が
保
存
さ
れ
て
お
り
、

れ
が
当
初
の
御
神
像
で
あ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
る
。
束
下
町
の
曳
山
は
「
東
耀
山
」
ま
た
は
「
福
痔
山
」
と
称
さ
れ
て
「
大
黒
天
」

像
を
安
置
す
る
が
、
こ
の
町
も
「
黒
大
黒
」
と
呼
ぶ
古
い
御
神
像
を
今
に

出
丸
町
の
記
録
で
は
、
享
保
五
年

(
-
七
二
0

)

に
「
高
砂
山
」
が
出

来
た
と
な
っ
て
い
る
の
で
一
年
遅
れ
る
が
、
そ
の
当
時
の
御
神
像
は
「
尉

と
姥
」
像
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
後
「
布
袋
山
」
、
現
在
は
「
唐
子
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れ
る
。

船
」
の
三
番
で
、

て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
。
現
在
は
「
関
羽

・
周
倉
」
の
像
を

安
置
す
る
。
東
上
町
の
曳
山
は
「
鶴
舞
山
」
と
称
さ
れ
る
が
、
安
置

が
始
ま
っ
た
。
踊
子
は
―
二
人
、
三
味
線
は
二
人
、
音
頭
一
人
に
地

歌
六
人
が
出
演
し
た
。
こ
の
装
束
踊
は
「
土
手
」

・
「
『
―
-
「
塾
似
」
・
「
宝

踊
台
の
床
も
新
調
さ
れ
、
そ
の
上
で
踊
っ
た
。
そ
し
て
八
月
一
五
、

踊
子
の
家
々
の
前
で
も
華
や
か
に
演
技
を
披
露
し
た
の
で
あ
る
。
三
味
線
の
ス
ガ
ガ
キ

（清
掻
、
歌
な
し
に
弾
く
も
の
）
、
小
鼓

そ
し
て
享
保
九
年
（
一
七
二
四
）
に
は
、
神
輿
の
巡
幸
に
曳
山
が
初
め
て
供
奉
し
、
豪
華
な
曳
山
祭
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

享
保
初
期
は
、
城
端
の
経
済
が
不
況
と
な
り
、

除
災
・
商
売
繁
昌
を
願
い
、

そ
の
打
開
の
た
め
に
人
心
を
鼓
舞
す
る
必
要
が
あ

っ
た
。
元
禄
時
代
の
好
況
に

よ
っ
て
城
端
で
も
上
層
町
人
に
は
商
業
資
本
の
蓄
積
が
あ
り
、
曳
山
を
建
造
す
る
資
力
も
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
背
景
と
‘
招
福

町
内
繁
栄
・
天
下
泰
平
を
祈
る
町
民
の
信
仰
が
結
び
つ
い
て
、
曳
山
祭
が
成
立
し
た
も
の
と
考
え
ら

の
打
出
し
が
あ
っ
て
踊
り
が
始
ま
る
の
で
あ
っ
た
。

一
六
の
両
日
は
、
町
役
人
や
当
番
組
合
頭

れら

頑

5
か
す
る
御
神
像
は

黒
山

れ

く

せ

た

い

こ

で
曳
ら
ま
た
、
こ
の
享
保
四
年
の
祭
礼
に
は
大
神
楽
、
曲
太
鼓
の
台
も
出

が
え

像

伝

の町
の
と
来
、
六
月
一
八
日
か
ら
福
野
の
村
山
六
三
郎
を
招
い
て
踊
り
の
稽
古

こ
た

下東

は

い

昔

て

「
寿
老
人
」

像
で
あ
る
。
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こ
。
f
 
立
は
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
で
あ
っ
た
。

こ
の
間
、
加
質
藩
で
は
享
保
四
年
と
六
年
に
稲
作
は
大
風
雨
の
被
害
に
あ
い
、

夫
銀
等
の
割
増
上
納
を
命
じ
た
。
享
保
五
年
九

月
二

0
日
に
は
世
子
前
田
吉
徳
夫
人
（
松
姫
）
が
逝
去
、

翌
六
年
三
月
四
日
に
は
江
戸
駒
込
邸
類
焼
の
不
幸
も
あ
っ
た
。
享
保
八

年
五
月
九
日
に
は
藩
主
綱
紀
が
隠
居
し
吉
徳
が
家
督
を
相
続
、
翌
九
年
五
月
九
日
に
は
綱
紀
が
江
戸
で
郎
庇
じ
た
。
ま
た
、
硲
府
で

は
八
代
将
軍
徳
川
吉
宗
の
享
保
の
改
革
が
進
め
ら
れ
、
諸
事
緊
縮
の
政
策
は
各
藩
へ
も
及
ん
で
い

っ
た
。

享
保
六
年
（
一
七
ニ
―

)
四
月
、
西
布
府
で
は
祭
礼
に
つ
い
て
、
屋
台
は
い

っ
さ
い
用
い
て
は
な
ら
な
い
。

組
合
又
は
一
町
ご
と
に
制
限
す
る
こ
と
。

ね
り
物
の
人
数
は

一

ね
り
物
の
た
め
に
用
い
る
衣
類
や
作
り
物
等
は
、
あ
ら
か
じ
め
招
え
置
く
こ
と
は
ま
か

り
な
ら
ぬ
。
そ
の
時
に
あ
り
あ
わ
せ
の
品
を
用
い
る
こ
と
。
す
べ
て
ね
り
物
は
栞
華
に
し
て
は
い
け
な
い
と
‘

お
触
れ
を
出
し
て

こ
の
硲
府
の
祭
礼
に
対
す
る
取
締
り
の
方
針
は
、
各
藩
に
対
し
て
ど
の
程
度
の
影
孵
力
を
も

っ
て
い
た
も
の
か
わ
か
ら
な
い
が

享
保
九
年
六
月
一

0
日
、
前
田
綱
紀
の
遺
骸
は
金
沢
の
野
田
山
幕
地
に
葬
ら
れ
た
。
藩
主
前
田
吉
徳
は
七
月
二
二
日
に
金
沢
へ

帰
国
、
藩
政

・
人
事
の
刷
新
に
着
手
し
、

八
月
に
は
今
石
動
町
奉
行
と
し
て
山
崎
九
郎
右
衛
門
が
就
任
し
た
。
城
端
の
曳
山
祭
成

こ
の
年
は
全
国
的
に
疫
疾
が
流
行
し
、
ま
た
米
価
が
下
落
し
て
家
臣
た
ち
の
家
計
は
困
窮
し

山
崎
九
郎
右
衛
門
は
前
藩
主
綱
紀
時
代
に
は
、
享
保
二
年
の
お
国
入
に
御
行
列
奉
行
を
勤
め
、
ま
た
御
使
番
と
し
て
江
戸
屋
敷

に
勤
務
し
た
側
近
の

一
人
で
あ

っ
た
。
享
保
一

0
年
八
月
の
祭
礼
に
は
城
端
へ
来
町
し
て
曳
山
祭
を
見
分
し
た
が
、

加
賀
藩
は
そ
の
後
城
端
へ
曳
山
中
止
を
指
令
し
た
の
で
あ
る
。

い
る
。

曳
山
の
禁
止
と
祭
礼
の
確
立

こ
の
町
奉
行
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の
出
世
を
と
げ
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。

の
享
保
の
大
飢
饉
を
境
と
し
て
藩
政
は
大
き
く
転
換
を
迫
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

の
目
に
は
祭
礼
を
楽
し
む
町
民
の
姿
が
ど
の
よ
う
に
映
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

翌
享
保
―
一
年
八
月
よ
り
は
祭
礼
に
曳
山
を
ひ
く
こ
と
は
取
り
や
め
る
よ
う
に
通
達
し
た
の
で
あ
る
。

漸
く
始
ま
っ
た
曳
山
巡
行
の
祭
を
暫
く
は
中
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
享
保
―
二
年
は
生
活
困
窮
者
が
続
出
し
た
。
今
石
動
町
奉
行
に
は
中
黒
六
左
衛
門
が
就
任
し
、

享
保
一
．
七
年
（
一
七
三
二
）
は
大
飢
饉
で
翌
一
八
年
に
は
米
価
が
騰
賀
し
、

元
文
四
年
（
一
七
三
九
）
に
書
か
れ
た
次
の
よ
う
な
記
録
が
あ
る
。

そ
の
た
め
城
端
で
は
、

た
だ
ち
に
町
民
に
生
活

町
で
は
藩
の
貸
米
を
う
け
る
者
か
多
か

っ
た
。

享
保
一
九
年
一
月
、
今
石
動
町
奉
行
中
黒
六
左
衛
門
は
七
三
歳
の
高
齢
と
病
身
の
た
め
に
御
役
御
免
と
な
り
、
半
田
半
左
衛
門

が
町
奉
行
に
就
任
し
た
。
藩
主
前
田
吉
徳
の
身
辺
で
は
、
異
常
な
ほ
ど
の
信
任
を
得
た
大
槻
伝
蔵
が
次
第
に
登
用
さ
れ
て
、
異
例

城
端
で
は
享
保
一
九
年
（
一
七
三
四
）
に
神
明
社
の
絵
馬
堂
建
立
が
発
起
さ
れ
、

八
月
朔
日
に
上
棟
し
た
。
「
荒
木
家
文
書
」
に

『
貞
享
第
二
の
年
‘
杜
頭
を
再
興
し
奉
り
‘
渇
仰
尤
浅
か
ら
ず
と
い
え
ど
も
‘
猶
時
機
の
至
ら
ざ
る
所
か
、
続
て
末
社
別
宮
の

造
営
も
な
く
て
累
年
を
過
ぬ
。
在
に
享
保
二
歳
丁
酉
八
月
十
五
日
、
秋
祭
の
儀
式
始
て
行
わ
れ
し
よ
り
恒
例
の
神
事
陵
夷
な
く
‘

加
つ
る
に
同
十
九
甲
寅
年
に
至
り
絵
馬
堂
建
立
発
起
の
士
あ
り
て
、

お
な
じ
年
の
八
朔
、

千
家
に
奉
財
の
志
を
勧
る
に
、
時
な
る
か
な
人
心
一
致
し
て
、

既
に
棟
揚
の
経
営
成
ぬ
。
さ
れ
ど
も
彫
刻
の
エ
未
全
‘
梢
五
と
せ
の
春
秋
を
お
こ
た
り
て
、
元
文
三
戊
午
年

つ

ね

と

う

と

う

仲
秋
上
浣
に
、
造
立
の
功
完
終
り
ぬ
。
朗
米
鎖
に
御
神
楽
の
音
唸
元
と
し
て
、
子
孫
長
久
の
鉦
の
緒
に
縁
を
む
す
び
、
息
災
延
命

引
き
締
め
を
命
じ
た
。

こ
の
年
は
不
作
で
不
景
気
で
あ

っ
た
。
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り
、
八
月
朔
日
に
棟
上
げ
が
行
わ
れ
た
と
記
し
て
い
る
。

「
畑
家
旧
記
」
は

の
こ
と
に
つ
い
て
何
ら
ふ
れ
て
い
な
い
。

（
場
所
は
拝
殿
の
右
方
で
あ
っ
た
が
、
大
正

の
神
酒

の
お
流
を
汲
、
瑞
頗
の
花
に
春
の
日
の
興
を
催
し
、
塊
々
た
る
松
風
の
納
涼
に

す
が
に

夏
を
忘
る
、
宮
居
の
容
は
、
盛
せ
ぬ
御
代
の
太
平
の
民
安
全
に
栄
、
行
末
も
ひ
と
へ
に

大
慈
大
悲
の
擁
護
に
あ
ら
ず
し
て
何
ぞ
や
。
誠
に
神
は
人
の
敬
に
威
を
増
給
ひ
、
人
は

神
の
徳
に
よ
り
て
運
を
蔀
と
は
、
む
べ
な
る
か
な
。』

こ
れ
に
よ
る
と
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
に
社
殿
か
再
建
さ
れ
、
氏
子
町
民
の
信
仰

も
篤
か
っ
た
が
、

そ
の
後
社
殿
増
築
の
気
運
は
生
ま
れ
な
か
っ
た
。
享
保
二
年
(
-
七

一
七
）
八
月
一
五
日
か
ら
秋
祭
の
儀
式
が
始
ま
り
、
恒
例
の
神
事
は
衰
え
す
た
る
こ
と

な
く
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
曳
山
祭
の
成
立
や
中
止

文
三
年
（
一
七
三
八
）

s
ょ
9
な

2
c
n

こ
の
享
保
一
九
年
の
五
月
一
六
日
に
神
明
御
輿
堂
の
斧
初
が
あ

こ
れ
に
よ
る
と
材
木
そ
の
他
の
入
用
銀
は
町
中
勧
進
の
寄
進
に
よ
り
、

ま
た
そ
の
作
料
は
大
窪
（
氷
見
）
大
工
の
寄
進
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
。
ま
た
、

二
年
の
秋
祭
前
ま
で
建
造
す
る
よ
う
に
町
奉
行
半
田
半
左
衛
門
の
達
し
が
あ
り
‘

同
年
に
建
立
が
発
起
さ
れ
た
絵
馬
堂
は
、

七
月
下
旬
か
ら
八
月
中
旬
ま
で
に
成
就
、

の
秋
祭
ま
で
に
は
残
っ
て
い
た
普
詰
も
残
ら
ず
完
成
し
た
。

七
年
の
大
雪
の
た
め
に
倒
壊
し
た
。
現
在
の
絵
馬
殿
は
場
所
も
移
し
て
昭
和
三
年
に
建
立
し
た
。）

元
文

翌
元

そ
し
て
当
所
絹
売
子
の
越
前
屋
彦
兵
衛

・
上
田
屋
庄
兵
衛
両
名
の
寄
進
に
よ
っ
て
、
元
文
三
年
八
月
に
神
明
天
照
大
神
、
続
い

あ
ま
つ
こ
や
ね
の
み
•
j
と
は
む
だ
い
＂
の
み
・

lと

て
翌
四
年
三
月
に
脇
立
の
春
日
天
津
児
屋
根
命
、
八
幡
誉
田
別
命
の
木
像
の
御
神
体
を
勧
請
し
、
元
文
四
年
（
一
七
三
九
）
五
月 神明宮大鳥居（鴻池義七郎寄進）
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禁
止
さ
れ
て
他
所
で
は
許
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

曳
山
祭
は
い
つ
再
開
し
た
の
か

舞
の
供
奉
も
あ

っ
て
祭
の
神
事
だ
け
は
厳
粛
に
執
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
日
は
町
中
が
火
防
祭
礼
と
称
し
て
町
民
は
奉
祝
し
大
い
に
遊
ん
だ
と
い
う
。
従
来
の
「
大

神
宮
」
の
呼
称
を
「
神
明
宮
」
と
改
め
た
の
も
こ
の
時
で
、
宮
地
の
「
金
戸
嶋
」
も
「
神
明
嶋
」
と
改
称
し
た
。

こ
3
.
K.

ま
た
こ
の
遷
宮
式
を
機
に
、
町
内
各
氏
子
か
ら
多
大
の
道
具
類
が
神
明
宮
へ
寄
進
さ
れ
た
。
当
時
の
神
明
宮
は
神
仏
相
沿
の
関

係
で
北
野
村
の
真
言
宗
山
伏
海
乗
寺
が
支
配
し
て
お
り
、
宮
番
と
し
て
円
寿
と
い
う
山
伏
が
奉
仕
し
て
い
る
。

番
の
円
痔
が
元
文
五
年
四
月
、

町
役
人
衆
宛
に
‘
寄
進
さ
れ
た
諸
道
具
や
絵
馬
、
そ
の
他
境
内
の
神
木
を
管
理
し
、
不
都
合
が
あ

享
保
―
一
年
（
一
七
二
六
）
か
ら
何
時
ま
で
曳
山
巡
行
の
祭
礼
は
中
止
さ
れ
て
い
た
も
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
神
輿
堂
や
絵
馬

堂
の
建
立
に
よ

っ
て
神
明
宮
境
内
は
体
裁
を
整
え
、

民
の
敬
神
の
念
も
高
ま
り
、

神明宮御輿堂

［、

そ
し
て
、

お
神
楽
の
音
は
絶
え
ず
、
氏
子
町

八
月

一
五
日
の
祭
礼
に
は
神
輿
が
渡
御
し
、
傘
鉾
や
獅
子

享
保
―

一
年

（
一
七
二
四
）
か
ら
曳
山
は
取
り
や
め
に
な

っ
た
と
い
う
記
録
が
本
当

そ
れ
で
は
い
つ
曳
山
祭
は
再
開
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
城
端
だ
け
が

み

5
2
や
ま

慶
長

一
五
年
（
一
六
一
0

)

創
始
の
伝
統
を
も
つ
高
岡
の
御
車
山
に
つ
い
て
み
る
と
‘

享
保

・
元
文
期
の
記
録
は
全
く
な
い
が
、
究
保
元
年
（
一
七
四

一）

六
月
、
関
野
神
社

れ
ば
た
だ
ち
に
案
内
す
る
と
の
請
書
を
提
出
し
て
い
る
。

一
五
日
に
遷
宮
式
を
執
行
し
た
。

こ
の
宮
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で
は
、
曳
山
に
安
置
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
る
。

た
、
富
山
藩
治
下
の
八
尾
で
は
寛
保
元
年
（
一
七
四
一
）
に
は
じ
め
て
曳
山
が
建
造
さ
れ
た
と
い
う
状
況
で
あ
る
。

今
石
動
町
奉
行
半
田
半
左
衛
門
は
、

そ
の
支
配
ぶ
り
が
宜
し
く
な
い
と
の
理
由
で
寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）
三
月
罷
免
さ
れ
、

富
田
次
太
夫
に
代
っ
た
。
さ
ら
に
延
享
元
年
（
一
七
四
四
）
二
月
に
は
津
田
木
工
が
新
任
さ
れ
た
。

東
下
町
に
は
、
「
黒
大
黒
」
と
称
し
て
い
る
古
い
大
黒
天
像
が
あ
っ
て
、
「
赤
大
黒
」
と
称
し
い
る
現
在
の
御
神
像
が
作
ら
れ
る
ま

こ
の
黒
大
黒
の
御
面
像
の
収
蔵
箱
に
は
、
大
黒
様
が
俵
の
上
に
座

対
象
に
な
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま

に
以
前
か
ら
継
承
さ
れ
て
い
た
高
岡
の
曳
山
な
ど
は
そ
の

い
う
こ
と
で
取
締
り
の
対
象
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
す
で

が
高
ま
っ
て
い
た
中
で
、
新
し
く
曳
山
祭
を
開
始
し
た
と

の
城
端
曳
山
禁
止
の
達
し
は
、
当
時
の
万
事
緊
縮
ム
ー
ド

が
あ
っ
た
と
い
う
記
録
は
な
い
。
従
っ
て
、
享
保
一

0
年

黒大黒天像収蔵箱

西新田町紺屋茂次郎書とし、

延享元年(1744)と記されてい

る。

錠前が、いつも自然に開いて

いたと伝えて、黒大黒天に神

秘性を添えている。

ど
う
か
不
明
で
あ
る
が
、
藩
当
局
か
ら
曳
山
禁
止
の
達
し

こ
の
た
め
曳
山
祭
も
あ
っ
た
か

の
神
輿
が
金
沢
へ
出
御
さ
れ
た
時
に
、
通
町

・
御
馬
出
町

・
守
山
町
の
三
台
の
曳
山
が
お
供
し
て
金
沢
の
山
ノ
上
春
日
社
で
飾
付

古
く
は
座
安
三
年
（
一
六
五
0

)

、
ま
た
は
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
創
設
の
も
の
も
あ
る
と
い
う
放
生
津
の
曳
山
は
、
享
保
六

年
（
一
七
ニ
ー
）

の
八
幡
宮
本
拝
殿
竣
工
の
と
き
に
七
本
が
神
輿
渡
御
に
従
っ
た
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
享
保
―
一
年
（
一
七
二
四
）

以
来
神
主
と
宮
守

・
氏
子
と
が
対
立
し
、
祭
礼
も
執
行
で
き
な
い
不
穏
な
状
態
が
続
い
て
い
る
。

け
、
見
物
に
供
し
た
と
い
う
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
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一
切
残
っ
て
い
な
い
。

た
の
で
あ
る
が

っ
て
お
わ
れ
る
彩
色
あ
ざ
や
か
な
絵
が
描
か
れ
て
お
り
、
箱
の
裏
に

『
此
絵
西
新
田
町
紺
屋
茂
次
郎
書
、
当
番
和
泉
屋
忠
三
郎
。

石
浦
屋
甚
兵
衛

是
改
』
と
書
い
て
あ
る
。
延
享
元
年

（一

七
四
四
）
に
収
蔵
箱
を
作
り
直
し

こ
の
年
に
は
す
で
に
曳
山
祭
が
復
活
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

此
箱
延
享
元
甲
子
年
組
合
頭

こ
の
間
の
曳
山
祭
に
つ
い
て
の
記
録
は
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